
様式（第2条、第6条関係）部門別収支計算書事業者名年月日から年月日まで（単位千円）特定需要・特定需要部一般需要部合計一般需要外門門＝＋部門＋電気事業収益電気事業費用電気事業外収益電気事業外費用税引前当期純利益又は純損失＝－＋－法人税当期純利益又は純損失＝－備考特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門には、次の各号に規定する事項を記載すること。1特定需要部門には、特定小売供給に係る収益、費用及び利益の額2一般需要部門には、一般の需要に応ずる電気の供給に係る収益、費用及び利益のうち特定小売供給に係るものを除いた額3特定需要・一般需要外部門には、上記1及び2以外の事業に係る収益、費用及び利益の額注記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。ただし、営業収益の額が千億円を超える事業者は、「（単位千円）」を「（単位百万円）」に読み替え、百万円単位をもって表示することを妨げない。  


